
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方
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い。
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元荒川（赤堀川）沿岸の低地に展開する水田で水稲を作付けしているほか、台地の畑では主に、野菜（ブロッコリー、トマト、ねぎ、キャベツ、きゅうり、ホウ
レン草、チンゲン菜、こまつな、みずな、かぶ、さといも、さつまいも）、果樹（なし）、花き（洋ラン、切り花類、べにばな）を作付けが行われ、畜産業（乳牛）も
行われている。水田では、東部工業団地の建設により水田面積は減少したが、自然条件から水田としての有利性を備えていることから良好な水田地帯を
維持している。一方で、農地の利用集積が進んでいない現状にある。畑では、都市化による混住化が進み、農業生産を阻害する要因にもなっている。ま
た、農業従事者の高齢化等により、一層の担い手不足が進むことが見込まれる。

農地中間管理事業を活用し、担い手に対する農地の利用集積を進め、生産性の向上を図り、農業所得を増大させることで、効率的かつ安定的な経営を推
進する。これらの取り組みにより、定年帰農者、Ⅰターン、Ｕターンなどの新規就農者の育成、確保を図る。畑では、野菜、果樹、花きなどの立地条件を活
かした都市農業を推進するため、高収益性を目指した品種や新技術の導入に取り組み、品質の向上、多品目栽培によって経営の安定化を目指す。併せ
て、加工や販売などの高付加価値化を確立し、道の駅「べに花の郷おけがわ」とも連携し、地域の多様なニーズに対応できる農業の発展を目指す。

区域内の農用地等面積 247.7

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積 180.0

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

集団的に存在する農用地、国・県が実施、補助する農業生産基盤整備事業の施行に係る区域内にある農用
地、農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るための農業上の利用を確保することが必要
である農用地

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

（３）基盤整備事業への取組方針

（１）農用地の集積、集約化の方針

主要な担い手が既存で耕作している農地を中心に集約化を進める。

（２）農地中間管理機構の活用方針

農地の貸し借りを行う際は、農地中間管理事業を利用する。

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④畑地化・輸出等 ⑤果樹等

農地の集団化が達成された後に、担い手からの要望等を踏まえ、基盤整備事業を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

市内外からの新規就農者や定年帰農者からの相談等については、県やJAと連携して対応し、就農につなげて
いく。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

-

・有機・減農薬栽培の作物を栽培する農業者団体の活動活性化を図っていく。
・多面的機能支払交付金を活用し、農業用用排水路や農道の保全・管理を引き続き推進していく。
・耕畜連携として、市内酪農家から発生する堆肥の活用を推進する。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等 ⑧農業用施設 ⑨耕畜連携等 ⑩その他

【選択した上記の取組方針】


